
 

    宣言企業番号：第 142 号 

宣言日：令和 3 年 4 月 20 日  

（令和８年 5 月 21 日変更） 

しまねいきいき職場宣言 
 

           私たちは、魅力ある職場づくりに向けて以下の取組を実施します。 

✓宣言１ ほどよく休み、しっかり仕事、すっきり帰宅！ 

✓宣言２ 「仕事と生活の調和」を企業の魅力に！ 

✓宣言３ みんな元気に生涯現役！ 

✓宣言４ 誰もがいきいき活躍できる職場に！ 

✓宣言５ 職場に実情を語り合う場をつくろう！ 

✓宣言６ 「若者が働きがいのある職場づくり」を！ 

 

        

   

 

  

 

＜現在取り組んでいること＞ 

〇水曜日を「ノー残業デー」に設定しています。 

〇最新設備を導入し、業務の効率化を図っています。 

〇誰もが主体性を持てるよう、担当を任せることができる体制づくりを 

進めています。 

 

＜今後取り組みたいこと＞ 

〇年次有給休暇の取得が、一人当たり 10 日以上となるように努めます。 

〇社員みんなが働きやすく、魅力のある職場を作るため施設整備に取り 

組みます。 

〇社員一人ひとりの意見を尊重し、働きやすい環境づくりに向けた業務 

配置や設備導入の改善に努めます。 

「しまね働き方改革宣言」 

宣言１ ほどよく休み、しっかり仕事、すっきり帰宅！ 

宣言２ 「仕事と生活の調和」を企業の魅力に！ 

宣言３ みんな元気に生涯現役！ 

宣言４ 誰もがいきいき活躍できる職場に！ 

宣言５ 職場に実情を語り合う場をつくろう！ 

宣言６ 「若者が働きがいのある職場づくり」を！ 

）   

しまね働き方改革推進会議 H29.11 制定 R7.7 改定） 

 島 根 県 

（しまね働き方改革推進会議 H29.11 制定 R7.7 改定） 

我が社の取組内容 

株式会社ジャスト西日本 山陰営業所 

所長 前谷 隼人 


